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会計・監査ニュースフラッシュ 

ASBJ、企業会計基準適用指針第27号 
「税効果会計に適用する税率に関する 
適用指針」を公表 
 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、2016年3月14日に、企業会計基準適用指針第27号「税効

果会計に適用する税率に関する適用指針」を公表した。 

ASBJは、平成27年12月に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に

関する適用指針」（以下「回収可能性適用指針」という）を公表するとともに、日本公認会計士

協会における税効果会計に関する実務指針のうち回収可能性適用指針に含まれないもの

について、ASBJに移管すべく審議を行っている。このうち、税効果会計に適用する税率の

取扱いについて、実務上の課題があるため、他に先行して関連する適用指針の開発が行

われた。 

今般公表された適用指針は、連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針及び個

別財務諸表における税効果会計に関する実務指針のうち税効果会計に適用する税率に関

する部分について、基本的にその内容を本適用指針に引き継いだ上で、必要と考えられる

見直しが行われている。 

 

本適用指針のポイント 

 法人税、地方法人税及び地方法人特別税について、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に用いる税率は、決算日において国会で成立している税法（法人税、地方法人

税及び地方法人特別税の税率が規定されているもの（以下「法人税法等」という）に規

定されている税率による。 

 住民税（法人税割）及び事業税（所得割）（以下合わせて「住民税等」という）について、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、決算日において国会で成

立している税法（住民税等の税率が規定されているもの（以下「地方税法等」という）に

基づく税率による。 

具体的には、 

• 当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立していない場合、

決算日において国会で成立している地方税法等を受けた条例に規定されている税

率（標準税率または超過課税による税率）による。 

• 当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立している場合で、

改正された地方税法等（以下「改正地方税法等」という）を受けて改正された条例

（以下「改正条例」という）が決算日以前に各地方公共団体の議会等で成立してい

る場合、決算日において成立している条例に規定されている税率（標準税率また

は超過課税による税率）による。 
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本適用指針の概要 

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率 

【法人税、地方法人税及び地方法人特別税】 

本適用指針では、実務を安定的に行うことができるようにする観点から、法人税、地方法人

税及び地方法人特別税について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、

従前の決算日において公布されている税法に規定されている税率（個別財務諸表における

税効果会計に関する実務指針第18項参照）に代えて、決算日において国会で成立している

法人税法等に規定されている税率によることとした。 

これは、従来の規定について、決算手続や業績予測等の実務的な対応に困難を伴うこと、ま

た、すでに法律が国会で成立していても公布が決算日までになされていない場合、改正直前

の税率により計算される繰延税金資産及び繰延税金負債の金額は有用な情報といえない、

という意見を反映したものである。 

【住民税等】 

住民税等の税率は、国会で成立した改正地方税法等に規定された標準税率及び制限税率を

基に、法人に適用する税率、すなわち住民税等の標準税率または超過課税による税率を規

定した改正条例が地方公共団体の議会等で成立することにより変更される。このように住民

税等は最終的な税率の決定プロセスが法人税法、地方法人税及び地方法人特別税と比較

して複雑であるため、どのタイミングで決算日が到来するかによって、取扱いが異なることと

なる。そこで、本適用指針では、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率につ

いて、以下のとおり整理された。 

 

 

 

 

• 当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立している場合で、

改正地方税法等を受けた改正条例が決算日以前に各地方公共団体の議会等で

成立していない場合、決算日において成立している条例に標準税率で課税するこ

とが規定されているときは、改正地方税法等に規定されている標準税率、決算日

において成立している条例に超過課税による税率で課税することが規定されてい

るときは、改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立し

ている条例に規定されている超過課税による税率が改正直前の地方税法等の標

準税率を超える差分を考慮した税率による。 

 連結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、上記の「決算

日」を、連結子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きにより決算を

行う場合には、「連結決算日」と読み替え、連結子会社の正規の決算を基礎として連結

決算を行う場合は、「連結子会社の決算日」と読み替える。 

 決算日後に、上記税率の変更を伴う法律が国会で成立した場合には、その内容及び

影響を注記する。 

 本適用指針は、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末

に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。 
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＜住民税等の税率決定のフローチャート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の取扱い 

連結財務諸表を作成するにあたって、連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、連

結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、上記の「決算日」を、

連結子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続きにより決算を行う場合に

は、「連結決算日」と読み替え、連結子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行う場合

には、「連結子会社の決算日」と読み替える。 

 

開示 

決算日後に当該税率の変更を伴う法律が成立した場合、その内容及び影響を注記する。 

決算日後に税率が変更された場合、当該変更された税率により計算した繰延税金資産及び

繰延税金負債の額を当該決算日における財務諸表に反映しない、すなわち修正後発事象と

して取り扱わない点については、現行の取扱いを踏襲している。 

なお、通常、決算日後に税率の変更を伴う条例が成立した場合は注記の対象から除外され

ていることに留意が必要である。これは、通常、その影響による質的及び金額的な重要性が

乏しいと考えられるためである。 

 

 

決算日において、地方税法等を改正

する法律が国会で成立しているか？ 
従前の地方税法等及び条例に規定さ

れている標準税率または超過課税に

よる税率を用いる。 

改正地方税法等を受けて改正さ

れる条例が、決算日において、各

地方公共団体の議会等で成立し

ているか？ 

改正後の地方税法等及び条例に規定

されている標準税率または超過課税

による税率を用いる。 

従前の条例において、超過課税に

よる税率で課税することが規定され

ているか？ 

改正後の地方税法等に規定されて

いる標準税率による税率を用いる。 

Yes  

No 

Yes  

No 

No 

改正後の地方税法等に規定されてい

る標準税率を基準として、例えば、以

下の方法によって算定する。 
• 従前の超過課税による税率から従

前の標準税率を差引いた税率を、

改正後の標準税率に加える。 

• 従前の超過課税による税率の、従

前の標準税率に対する割合を、改

正後の標準税率に乗じる。 

（いずれも、制限税率を上限とする） 

Yes  
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たち

は、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りでは

ありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提

案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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適用時期 

本適用指針は、平成28年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係

る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用する。 
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